
四

日

市

市

議

会

臨

時

会

会

議

録

昭
和
四
十
六
年
五
月
十
七
日

四

日

市

市

議

会



第
一
三

第 第

報
告
第

二
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
；
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

報
告
第

一
号

議
案
第
六
二
号

第
一

0

発

議

第

五

号

第

九

選

挙

第

五

号

第

八

選

挙

第

四

号

第

七

選

挙

第

三

号

第

六

発

議

第

四

号

議
席
の
指
定
に
つ
い
て

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

，
午
後
二
時
開
会

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

．．．．．．．． 
；
 ．．．．．． 
；
：
・
・
・
・
・
選

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

．．．．．．．． 
；
 ．．．．．．．．． 
；・

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
…
…
…
…
選

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
諾
会
議
員
の

選
挙
に
つ
い
て

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i

邑

三
囲
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員

の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
；
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

．．
 
；
 ．．．．．．．．．． 

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

．．
 
；
 ．．．．．．．．．．． 
ふ
諏

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
・
゜
：

．．．．．．． 
；
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
誤
案
説
明
・
・
質
疑
、
討
論
、
襲
決

専
決
処
分
に
つ
い
て

．．
 
；
 ．．．．．．．．．． 
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
報

第

五

選

挙

第

二
号

第

四

選

挙

第

一
号

第 第 第
昭
和
四
十
六
年
五
月
十
七
日
（
月
）

0
議

事

日

程

”
 

”
 

n
 ＂ 

告 決 挙 任 挙

-1 -



日
程
第
一
〇

日
程
第
一
―

日
程
第
―
二

日
程
第
一
三

日
程
第
一
四

0
出
席
感
員
（
四
十
三
名
）

議
案
第
六
三
号

一
号

議
案
第
六
二
号

小

林

喜

夫

君

小

林

博

次

君

小

林

哲

夫

君

粉

茂

君

訓

翡

也

.、

男

君

喜

多

野

等

君

J l l 

村

潔

君

小

川

四

郎

君

大

島

．

武

雄

君

岩

田

久

雄

君

伊

藤

信

君

伊

藤

太

郎

君

伊

藤

金

君

小

井

道

夫

君

荒

木

武

治

君

天

春

文

雄

君

青

山

報
告
第

二
号

報
告
第

発
議
第
五
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

日

程

第

九

選

挙

第

五

号

日

程

第

八

選

挙

第

四

号

日

程

第

七

選

挙

第

三

号

日
程
第

ー上

ノ‘

発

議

第

四

号

日

程

第

五

選

挙

第

二
号

日

程

第

四

選

挙

第

一
号

日
程
第

日
程
第

日
程
第

第
一
四
議
案
第
六
三
号

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

．．．．．．．． 
；
 ．．．．．． 
；
・
議
案
説
明
・
・
質
疑
、
討
険
、
議
決

0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
席
の
指
定
に
つ
い
て

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

峯

男

君

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
諮
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

専
決
処
分
に
つ
い
て

専
決
処
分
に
つ
い
て

四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

-3 - -2 -



〇
欠
席
議
員
（
一
名
）

0
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

税

務

部

長

荒

木

郎

君

総

務

部

長

平

井

清

君

市

長

公

室

長

輪

喜

代

司

君

収

入

役

庄

司

良

君

助

役

加

籐

寛

嗣

君

助

役

岩

野

見

斎

君

市

長

九

鬼

喜

久

男

君

山

ロ

信

生

君

吉

垣

照

男

君

山

本

勝

君

山

中

忠

君

安

垣

勇

君

六

平

豊

司

君

松

島

良

君

増

山

英

君

藤

井

泰

治

郎

君

福

田

香

史

君

日

比

義

乎

君

早

川

正

夫

君

服

部

昌

弘

君

長

谷

川

鐸

元

君

橋

本

増

蔵

君

橋

本

建

治

君

野

崎

貞

芳

君

生

川

平

蔵

君

中

島

隆

平

君

出

井

博

君

坪

井

妙

子

君

田

中

政

君

高

橋

力

君

高

井

夫

君

志

積

政

君

後

藤

藤

太

郎

君

後

藤

寛

治

君
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0
臨
時
議
長
（
安
垣

日
程
第
二

0
臨
時
議
長
（
安
垣

日
程
第
二
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
な
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
生
川
平
蔵
君
及
び
野
崎
貞
芳
君
を
指
名
い
た
し
ま

勇
君
）

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
を
行
な
い
ま
す
。

議
席
は
、
会
議
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
た
だ
い
ま
ご
着
席
の
議
席
と
指
定
い
た
し
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

勇
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

勇
君
）

出
席
議
員
中
、
安
垣

勇
君
議
長
席
に
着
席
〕

0
臨
時
議
長
（
安
垣

た
だ
い
ま
紹
介
さ
れ
ま
し
た
安
垣

年
長
の
ゆ
え
を
も
ち
ま
し
て
、
臨
時
に
議
長
の
戦
務
を
行
な
い
ま
す
。
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
安
垣

た
だ
い
ま
か
ら
昭
和
四
十
六
年
五
月
、

本
日
の
出
席
議
員
数
は
、

本
日
の
議
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
安
垣

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
に
つ
い
て

勇
で
あ
り
ま
す
。

四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

四
十
二
名
で
あ
り
ま
す
。

お
手
元
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
議
事
日
程
に
よ
り
取
り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

勇
君
）

勇
君
）

〔
安
垣

勇
議
員
が
年
長
の
議
員
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。

り
、
年
長
譲
員
が
臨
時
に
譲
長
の
臓
務
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
日
は
、

0
事
務
局
長
（
鷲
野
正
和
君
）

一
般
選
挙
後
最
初
の
議
会
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ

午
後
二
時
八
分
開
会

書

記

板

崎

大

之

丞

君

書

記

佐

藤

正

俊

君

議

事

係

長

小

林

桂

輔

君

次

長

森

正

太

郎

君

0
出
席
事
務
局
識
員

事

務

局

長

鷲

野

正

和

君

よ
ろ
し
く

-7- —•6;;;... 



0
臨
時
議
長
（
安
垣
勇
君
）

投
屎
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。 勇

君
）

0
臨
時
議
長
（
安
垣
勇
君
）

勇
君
）

投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
四
十
三
人
で
あ
り
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
安
垣
勇
君
）

（
議
場
閉
鎖
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

0
臨
時
議
長
（
安
垣
勇
君
）

日
程
第
四
選
挙
第
一
号
四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

0
臨
時
議
長
（
安
垣
勇
君
）

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
臨
時
議
長

（
安
垣
勇
君
）

日
程
第
三

日
程
第
三
、
会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

次
に
、
日
程
第
四
、
選
挙
第
一
号
四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

（
投
票
用
紙
配
布
）

0
臨
時
議
長
（
安
年

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
°

l
配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

（
投
票
箱
点
検
）

0
臨
時
議
長
（
安
垣

よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
う
え
投
票
願
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
願
い
ま
す
。

（
各
員
み
票
）t3 

0
臨
時
訊
長
（
安
垣
勇
君
）

投
娯
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

す。

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

（
議
場
開
鎖
）

0
臨
時
議
長
（
安
垣

開
票
を
行
な
い
ま
す
。

会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
服
部
昌
弘
君
及
び
長
谷
川
鐸
元
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
立
会
人
立
ち
会
う
）

投
票
総
数
四
十
三
票

有
効
投
票
四
十
三
票

無
効
投
票
零
票

有
効
投
票
中

日
比
義
平
君
二
十
八
票

大
島
武
雄
君
十
票

野
崎
貞
芳
君
五
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
ょ
っ
て
、
日
比
義
平
君
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

ご
あ
い
さ
つ
願
い
ま
す
。

〔
議
長
（
日
比
義
乎
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

な
か
な
か
の
重
責
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
こ
の
う
え
と
も
皆
さ
ま
方
の
絶
大
な
ご
協
力
を
得
ま
し
て
、
重
責
を
全
う
い
た
す

0
臨
時
議
長
（
安
垣

日
比
議
長
、
議
長
席
に
お
着
き
願
い
ま
す
。

〔
臨
時
議
長
（
安
垣

選
挙
第
二
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

0
議
長
（
日
比
謡
乎
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

（
議
場
閉
鎖
）

日
程
第
五

（

拍

手

）

勇
君
）

考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

ま
す
。 そ

の
う
ち

票）

0
臨
時
議
長
（
安
垣

（
開

勇
君
）
選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

〇
誤
長
（
日
比
義
乎
君
）

た
だ
い
ま
は
議
長
に
ご
指
名
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
光
栄
に
存
ず
る
次
第
で
ご
ざ
い

以
上
で
私
の
職
務
は
終
わ
り
ま
し
た
。

勇
君
）
退
席
、
議
藝
ハ
日
比
義
平
君
）
着
席
〕

次
に
、

日
程
第
五
、
選
挙
第
二
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、

投
票
用
紙
の
配
布
を
い
た
し
ま
す
。

四
十
三
人
で
あ
り
ま
す
。

勇
君
）
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〇
副
議
長
（
志
積
政
一
君
）

喜
多
野
年
君

由

本

勝

君

票凸

六
平
豊
司
君

五
票

七
票

無

効

投

票

零

票

そ
の
う
ち

投
票
総
数
四
十
三
票

（

開

票

）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

（
投
票
用
紙
配
布
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
注
す
。

（
投
票
箱
点
検
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

念
の
た
め
に
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
う
え
、
順
次
ご
投
票
を
願
い
ま
す
。

（
各
員
投
票
）

〇
誤
長
（
日
比
義
平
君
）

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

誤
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

（
議
場
開
鎖
）

〇
濃
長
（
日
比
義
乎
君
）

会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

両
君
の
立
ち
会
い
を
願
い
ま
す
。

（
立
会
人
立
ち
会
う
）

〇
諮
長
（
日
比
義
乎
君
）

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

有
効
投
票
四
十
三
票

有
効
投
票
中

吉
垣
照
男
君

副
議
長
、
ご
あ
い
さ
つ
。

投
票
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

開
票
を
行
な
い
ま
す
。

志
積
政
一
君
二
十
八
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
．

立
会
人
に
早
川
正
夫
君
及
び
松
島
良
一
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
志
積
政
一
君
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

盆
副
議
長
（
志
積
政
一
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

一
言
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
ー
配
布
漏
れ
た
し
と
認
め
ま
す
。
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ま
す
。 日

程
第
六

小

林

哲

夫

君

小

林

喜

夫

君

青

山

峯

男

君

荒

木

武

治

君

以
上
十
一
名
を
産
業
水
道
委
員
会
委
員
に
、

吉

垣

照

男

君

増

山

英

君

ヽ

山

中

忠

君

出

井

博

君

生

川

平

蔵

君

後

藤

寛

治

君

後

藤

藤

太

郎

君

小

J I I 

四

郎

君

粉

川

茂

君

伊

藤

金

君

岩

田

久

雄

君

以
上
十
一
名
を
教
育
民
生
委
員
会
委
員
に
、

山

本

勝

君

早

) ［ l 

正

夫

君

松

島

良

君

坪

井

妙

子

君

中

島

隆

乎

君

J 11 

村

潔

君

喜

多

野

等

君

伊

藤

太

郎

君

伊

藤

信

君

天

春

文

雄

君

小

井

道

夫

君

以
上
十
一
名
を
総
務
衛
生
委
員
会
委
員
に
、

安

垣

勇

君

日

比

義

平

君

藤

井

泰

治

郎

君

橋

本

建

治

君

服

部

昌

弘

君

高

橋

力

君

野

崎

貞

芳

君

小

林

博

次

君

志

積

政

君

大

島

武

雄

君

訓

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

発
議
第
四
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

0
議
長
（
日
比
義
平
君
）

次
に
、
日
程
第
六
、
発
議
第
四
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し

（

拍

手

）

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

に
あ
り
が
た
く
、

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

扉

也

男

君

た
だ
い
ま
は
ま
こ
と
に
は
え
あ
る
副
議
長
と
い
う
要
賊
に
選
任
を
承
り
ま
し
て
、

し
か
し
な
が
ら
、
ご
承
知
の
よ
う
に
至
っ
て
浅
学
非
オ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

女
房
役
と
し
て
、
是
々
非
々
主
義
を
も
つ
て
こ
れ
に
当
た
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
と
存
じ
ま
す
。
ま
こ
と

は
た
し
て
こ
の
要
識
が
つ
と
ま
る
や
い
な
や
ま
こ
と

に
危
惧
の
念
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ご
選
任
を
受
け
ま
し
た
以
上
、
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
誠
心
誠
意
議
長
の
よ
り
ょ
き

ど
う
か
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
と
ご
協
力
と
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
あ
い
さ
つ
に
か
え
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四
日
市
、

蘭 小

橋

力

君

野

崎

貞

芳

君

林

樽

次

君

志

積

政

君

菰
野
、

川
越
、

朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に

0
議
長

（
日
比
義
平
君
）

〔
「
異
諜
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

指
名
の
方
法
は
議
長
に
装
い
て
指
名
す

な
い
ま
す
。

〇
誤
長
（
日
比
義
平
君
）

次
に
、

日
程
第
七
、
選
挙
第
三
号
四
日
市
、

菰
野
、

川
越
、

朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行

日
程
第
七

選
挙
第
三
号
四
日
市
、

菰
野
、

川
越
、

朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

副

委

員

長

長

谷

川

鐸

元

君

建

設

委

員

会

委
員
長

小

林

喜

夫

君

副

委

員

長

後

藤

藤

太

郎

君

産

業

水

道

委

員

会

委

員

長

増

山

英

君

副

委

員

長

天

春

文

雄

君

教
育
民
生
委
員
会

委

員

長

坪

井

妙

子

君

副

委

員

長

高

橋

力

君

委

員

長

野

崎

貞

芳

毎
4コ

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
二
時
三
十
六
分
休
憩

以
上
十
ー
名
を
建
設
委
員
会
委
員
に
、

〇
議
長
（
日
比
義
平
君
）

暫
時
、
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。

〇
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

．
総
務
衛
生
委
員
会

そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
諮
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

任
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
注
し
た
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、

休
憩
中
に
各
常
任
委
員
会
の
開
会
を
願
い
ま
し
て
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

午
後
三
時
二
十
八
分
再
開

休
憩
中
に
互
選
い
た
だ
き
ま
し
た
各
常
任
委
員
会
の
正
副
委
員
長
の
氏
名
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

山

ロ

信

生

君

福

田

香

史

君

六

乎

豊

司

君

橋

本

増

蔵

君

長

谷

川

鐸

元

君

高

井

夫

君

田

中

政

君

そ
れ
ぞ
れ
の
常
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が
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

安

垣

勇

君

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

罰艮ロ

部 扉

旦
I

弘

君

藤

井

泰

治

郎

君

也

男

君

野

崎

貞

芳

君

こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

安

垣

勇

君

服

部

昌

弘

君

藤

井

泰

治

郎

君

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に

到

象
洒

也

男

君

野

崎

貞

芳

君

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
小
林
博
次
君
、
志
積
政
一
君
、
高
橋
力
三
君
、
野
崎
貞
芳
君
、
橋
本
建
治

勇
君
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
日
比
義
平
君
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

が
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

選
挙
第
四
号
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

0
議
長
（
日
比
義
平
君
）
次
に
、
日
程
第
八
、
選
挙
第
四
号
三
胴
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

本
件
は
、
市
議
会
議
員
の
改
選
に
よ
り
欠
員
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す

＂
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
訓
翫
也
男
君
、
野
崎
貞
芳
君
、
服
部
昌
弘
君
、
藤
井
泰
治
郎
君
、
安
垣

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

日
程
第
八

安

垣

勇

君

橋

本

建

治

君

藤

井

泰

治

郎

君

高

橋

力

君

野

崎

貞

芳

君

小

林

博

次

君

志

積

政

君
、
藤
井
泰
治
郎
君
、
安
垣

安

垣

勇

君

橋

本

建

治

君

君

藤

井

泰

治

郎

君

勇
君
を
当
選
人
と
定
め
る

-19- -1 8 -



天

春

文

雄

君

伊

藤

太

郎

君

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

次
に
、

日
程
第
十
、
発
諾
第
五
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
公
災
害
防
止
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
公
害
対
策
特
別
委
員
会
、

市
内
交
通
問
題
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
交
通
対
策
特
別
委
員
会
、
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た

め
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
青
少
年
対
策
特
別
委
員
会
、
及
び
老
人
の
福
祉
施
設

整
備
並
び
に
医
療
費
無
料
化
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
老
人
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
議

会
の
閉
会
中
も
調
査
研
究
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
本
調
査
研
究
が
終
了
す
る
ま
で
継
続
し
て
調
査
研
究
を
行
な
う
こ
と

に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
該
長
（
日
比
義
乎
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
公
災
害
防
止
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ

て
構
成
す
る
公
害
対
策
特
別
委
員
会
、
市
内
交
通
問
題
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
交
通
対
策
特

別
委
員
会
、
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る
青
少
年
対
策

特
別
委
員
会
、
及
び
老
人
の
福
祉
施
設
整
備
並
び
に
医
療
費
無
料
化
に
つ
い
て
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
つ
て
構
成
す
る

老
人
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
議
会
の
閉
会
中
も
調
査
研
究
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
本
調
査
研
究
が
終
了
す
る
ま

で
継
続
し
て
調
査
研
究
を
行
な
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

日
程
第
十
発
諾
第
五
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

が
四
日
市
港
管
理
組
合
誤
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

早

川

正

夫

君

山

中

忠

君

伊

藤

太

郎

君

大

島

武

雄

君

〇
誤
長
（
日
比
義
乎
君
）

ご
異
諮
な
し
と
認
め
ま
す
。
ょ
つ
て
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

早

J l I 

正

夫

君

ヽ

山

中

忠

君

伊

藤

太

郎

君

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

大

島

武

雄

君

そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
日
程
第
九
、
選
挙
第
五
号
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
諮
長
に

お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
伊
藤
太
郎
君
、
大
島
武
雄
君
、
早
川
正
夫
君
、
山
中
忠
一
君
を
当
選
人
と

〇
諮
長
（
日
比
義
乎
君
）

日
程
第
九
選
挙
第
五
号
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
諾
員
の
選
挙
に
つ
い
て
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別
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
十
一
名
を
老
人
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

＂
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
誤
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特

暫
時
、
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。

休
憩
中
に
各
特
別
委
員
会
を
開
会
い
た
だ
き
、

正
副
委
員
長
の
互
選
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

松

島

良

君

生

川

乎

蔵

君

増

山

英

午
後
三
時
三
十
九
分
休
憩

君

小

林

喜

夫

君

高

井

夫

君

喜

多

野

等

君

小

林

博

次

君

岩

田

久峯

雄

君

小

川

四

郎

君

青

山

男

君

小

井

道

夫

君

以
上
十
一
名
を
青
少
年
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

安

垣

勇

君

日

比

長

谷

川

義鐸

乎

君

___._ 
/‘ 

乎

豊

司

君

元

君

服

部

昌

弘

君

田

中

政

君

坪

井

妙

子

君

訓

覇

也

男

君

粉

J 11 

茂

君

荒

木

武

治

君

伊

藤

信

君

以
上
十
一
名
を
交
通
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

吉

垣

照

男

君

山

ロ

信

生

君

山

中

忠

君

福

田

香

史

君

藤

井

泰

治

郎

君

出

井

博

君

中

島

隆

平

君

後

藤

藤

太

郎

君

高

橋

力

君

伊

藤

金

君

小

林

哲

夫

君

以
上
十
一
名
を
公
害
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

山

本

勝

君

橋

本

増

蔵

君

早

川

正

夫

君

野

崎

貞

芳

君

橋

本

建

治

君

後

藤

寛

治

君

志

積

政

君

大

島

武

雄

君

JI I 

村

潔

君
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9

「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

本
件
は
、

こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

ち
に
採
決
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

選
任
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
、
ご
同
意
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

市
長
。

〔
安
垣

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

休
憩
中
に
互
選
い
た
だ
き
ま
し
た
各
特
別
委
員
会
の
正
副
委
員
長
の
氏
名
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

要
求
い
た
し
て
お
き
ま
し
た
議
事
説
明
者
の
氏
名
は
、

を
願
い
ま
す
。

日
程
第
十
一

〇
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

を
求
め
ま
す
。

こ
の
際
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
日
程
第
十
一
、
議
案
第
六
十
二
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

勇
君
の
一
身
上
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
君
の
退
席

勇
君
退
席
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

0
議
長
（
日
比
義
平
君
）

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

お
手
元
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
要
求
書
写
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
ご
了
承

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

た
だ
い
ま
の
上
程
の
議
案
は
、
議
会
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
員
と
し
て
安
垣

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
段
ご
異
議
も
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
議
案
の
採
決
を
行
な
い
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
六
十
二
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意

本
件
は
、
安
垣

議
案
第
六
十
二
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

副

委

員

長

松

島

良

君

老

人

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

生

川

乎

蔵

君

副
委
員
長

六

乎

豊

司

君

青

少

年

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

伊

藤

信

君

副
委
員
長

藤

井

泰

治

郎

君

交

通

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

伊

藤

金

君

副

委

員

長

川

村

潔

君

公

害

対

策

特

別

委

員

会

委

員

長

山

本

勝
J
•

君

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
四
時
四
分
再
開

勇
氏
を
ご
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葬
投
。

す。

臨
案
第
六
十
三
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

て
、
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

ご
質
疑
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

日
程
第
十
二

日
程
第
十
三

報
告
第
一
号
専
決
処
分
に
つ
い
て
、
及
び

報
告
第
二
号
専
決
処
分
に
つ
い
て

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

次
に
、
日
程
第
十
二
、
報
告
第
一
号
専
決
処
分
に
つ
い
て
、
及
び
日
程
第
十
三
、
報
告
第
二
号
専
決
処
分

に
つ
い
て
を
一
括
話
題
と
い
た
し
ま
す
。

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

た
の
で
、

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
各
報
告
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

報
告
第
一
号
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
一
般
会
計
に
お
き
ま
し
て
、
四
日
市
港
管
理
組
合
負
担
金
に
対
す
る
国
の
特
別
財
政
措
置
に
よ

る
助
成
金
、
並
び
に
労
働
会
館
建
設
事
業
資
金
、
都
市
計
画
事
業
資
金
、
公
営
住
宅
建
設
事
業
資
金
、
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
資
金

、
及
び
土
木
災
害
復
旧
事
業
資
金
に
対
す
る
隈
資
額
が
年
度
末
に
至
り
増
額
決
定
を
見
ま
し
た
の
と
、
預
金
利
子
の
増
収
が
あ
り
ま
し

こ
れ
ら
に
よ
り
基
金
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
の
一
部
を
取
り
や
め
、
歳
入
予
算
の
補
正
を
専
決
い
た
し
た
も
の
で
あ
り
ま

報
告
第
二
号
は
、
基
金
特
別
会
計
の
予
算
補
正
で
あ
り
ま
し
て
、
報
告
第
一
号
に
関
連
の
一
般
会
計
へ
の
繰
出
金
の
一
部
を
取
り
や

め
た
も
の
、
及
び
預
金
利
子
の
増
額
分
を
財
政
調
整
塞
金
に
秩
み
立
て
る
よ
う
専
決
い
た
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
ご
報
告
申
し
上
げ
、
ご
承
認
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

に
つ
い
て
は
、
承
認
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

日
程
第
十
四

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

別
段
ご
質
疑
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
報
告
第
一
号
及
び
報
告
第
二
号
は
承
認
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
報
告
第
一
号
専
決
処
分
に
つ
い
て
、
及
び
報
告
第
二
号
専
決
処
分

次
に
、
日
程
第
十
四
、
諮
案
第
六
十
三
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
六
十
三
号
は
、
市
税
条
例
の
一
部
改
正
案
で
あ
り
ま
し
て
、
去
る
三
月
三
十
日
公
布
さ
れ
た
地
方
税
法
の
一
部
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
伴
い
、

こ
れ
に
関
連
す
る
本
市
の
条
例
の
整
備
を
行
な
う
と
と
も
に
、
市
民
税
の
減
免
措
置
の
一
部
を
あ
わ
せ
て
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

す。
市
長
。

〔
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕
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〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
誤
案
第
六
十
三
号
四
日
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

こ
の
際
、
市
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

二
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

一
部
の
議
員
の
皆
さ
ん
の
間
に
、
公
害
の
賠
償
、
無
過
失
賠
償
責
任
の
問
題
が
論
議
を
さ
れ
て
お
る
や

に
伺
つ
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
近
の
情
勢
並
び
に
私
の
考
え
方
に
つ
き
ま
し
て
、
若
干
の
説
明
を
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

従
来
0
公
害
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
法
等
の
不
法
行
為
に
よ
る
と
こ
ろ
の
過
失
あ
る
い
は
故
意
と
い
う
も
の
が
な
い
限
り
、
処
分
は

賠
債
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
近
住
民
の
い
ろ
い
ろ
の
動
き
か
ら
、

ご
ざ
い
ま
す
。

私
の
考
え
を
申
し
上
げ
ま
す
前
に
、
若
干
の
他
の
地
方
の
情
勢
を
申
し
上
げ
ま
し
て
参
考
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ご
承
知
の
よ

う
に
、
昨
年
十
一
月
に
大
分
県
臼
杵
市
に
大
阪
セ
メ
ン
ト
が
進
出
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
た
い
へ
ん
混
乱
を
い

た
し
ま
し
て
、
市
長
選
挙
ま
で
行
な
っ
た
結
果
、
大
分
県
と
大
阪
セ
メ
ン
ト
と
の
間
に
公
害
防
止
協
定
が
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
の
粉
じ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
の
協
定
文
の
中
に
、
今
後
会
社
が
公
害
を
起
こ
し
た
場
合
、
こ
の
場
合
は
粉
じ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

公
害
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
故
意
、
過
失
等
に
か
か
わ
り
な
く
損
害
賠
償
に
応
ず
る
も
の
と

す
る
と
い
う
よ
う
な
一
項
が
入
れ
ら
れ
ま
し
て
、
無
過
失
賠
償
責
任
の
先
例
と
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
ま
し
て
、

大
分
県
に
お
き
ま
し
て
は
鶴
崎
、
大
分
の
鶴
崎
埋
立
地
に
お
い
て
、
新
日
本
製
鉄
大
分
工
場
並
び
に
そ
の
他
八
社
の
関
連
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
と
、

そ
の
無
過
失
責
任
の
公
害
協
定
を
結
ぽ
う
と
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
強
い
反
対
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
国
も
ま
だ
そ

の
結
論
を
出
し
て
お
ら
な
い
段
階
で
あ
る
し
、

に
も
非
常
に
心
細
い
と
、

市
長
。

な
お
、
県
並
び
に
市
の
調
査
等
に
お
い
て
は
非
常
に
心
細
い
も
の
で
あ
る
と
、
技
術
的

ま
た
、
複
合
汚
染
等
の
範
囲
の
対
象
が
き
わ
め
て
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
も
と
に
、

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

今
回
改
正
の
お
も
な
内
容
は
、
市
民
税
に
お
け
る
簡
易
税
額
表
の
適
用
範
囲
の
拡
大
、
途
中
退
戦
者
に
か
か
る
特
別
徴
収
手
続
の
改

正
並
び
に
減
免
に
か
か
る
所
得
華
準
額
の
引
き
上
げ
、
及
び
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
障
害
者
等
の
夫
を
持
つ
妻
に
対
す
る
軽
減
措
置
の

新
設
そ
の
他
の
改
正
と
、
固
定
賢
産
税
に
お
け
る
新
規
請
入
電
子
計
算
機
に
対
す
る
税
負
担
の
軽
滅
、
並
び
に
法
改
正
に
伴
う
入
湯
税

の
改
正
等
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
う
え
、
ご
決
議
賜
わ
り
ま
す
よ
う
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

0
議
長
（
日
比
義
乎
君
）

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
を
行
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
「
異
誤
な
し
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
〕

〇
誤
長
（
日
比
義
乎
君
）

ご
異
誤
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
議
案
の
採
決
を
行
な
い
士
上
'
。

に
ご
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
を
願
い
ま
す
。

こ
れ
を
許
し
ま
す
。

こ
れ

こ
う
い
う
よ
う
な
動
き
が

セ
メ
ン
ト
の
飛
散
に
よ
る

こ
れ
を
拒
否
さ
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先
筏
ど
、

市
長
が
積
極
的
に
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
法
律
が
で
き
て
し
ま
つ
て
か
ら
、

実
際
積
極
的
に
そ
の
こ
と
を

真
に
住
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、

公
害
を
根
絶
す
る
立
場
に
立
っ
た
法
令
が
成
立
し
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
残
念
な

な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
今
日
各
秤
の
公
害
関
係
諸
法
が
成
立
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
と
は
、
明
白
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

橋
本
君
゜

•
4

、

た
カ

れ
た
、
無
過
失
責
任
の
賠
償
公
害
無
過
失
責
任
の
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、

ま
た
、

対
住
友
金
属
和
歌
山
工
場
等
の
間
に
、
複
合
汚
染
の
墓
準
が
非
常
に
き
び
し
く
協
定
を
せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
最
終
年
度
の
排
煙
脱

硫
が
で
き
た
暁
に
お
き
ま
し
て
は

O
・
O
―
二
P

P

M
に
す
る
と
い
う
約
束
ま
で
す
る
よ
う
な
情
勢
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
現
在

、
国
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
こ
の
複
合
汚
染
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

れ
ど
も
、

私
は
、

す
と
、

い
ろ
い
ろ
住
民
。
ハ
ワ
ー
の
動
き
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
千
葉
県
の
京
葉
工
業
地
帯
に
お
き
ま
し
て
も
、

ご
承
知
の
よ
う
に
、
千
葉
県
千
葉
市
対
川
崎
製
鉄
、

ま
た
神
奈
川
県
横
浜
市
、
川
崎
市
対
日
本
鋼
管
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市

こ
の
た
び
の
い
ろ
い
ろ
の
規
制
か
ら
は
除
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、

四
日
市
に
お
き
ま
し
て
も
こ
う
い
う
各
地
の
動
き
並
び
に
国
の
動
静
を
見
た
う
え
で
、

的
な
公
害
防
除
の
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
を
い
た
し
た
い
と
、

0
議
長
（
日
比
義
平
君
）

盆
徊
本
建
治
君
登
壇
〕

0
橋
本
建
治
君

れ
て
お
り
ま
す
こ
の
無
過
失
賠
償
責
任
法
案
に
つ
い
て
、
今
後
積
極
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
お
話
が
ご
ざ
い
ま

し
た
が
、

ふ
う
に
わ
れ
わ
れ
聞
い
て
お
り
ま
す
。

へ
の
有
毒
物
質
の
排
出
を
原
因
と
す
る
も
の
に
限
る
と
か
、

す
る
物
質
と
す
る
と
、
無
過
失
責
任
を
認
め
る
被
害
は
健
康
被
害
だ
け
と
す
る
と
、

で
す
ね
、
す
で
に
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

喜
ど
九
鬼
市
長
か
ら
の
ご
発
言
の
中
に
も
、
積
極
的
に
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

っ
て
か
ら
で
は
、

は
た
し
て
こ
の
四
日
市
の
現
状
か
ら
見
ま
し
て
、

ま
た
、

さ
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

く
な
っ
て
い
く
と
い
う
現
状
か
ら
見
ま
し
て
、
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、

こ
の
賠
償
無
過
失
責

む
ず
か
し
い
理
由
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
審
議
は
さ
れ
ま
し

そ
う
い
う
よ
う
な
各
地
の
情
勢
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後

わ
れ
わ
れ
と
い
た
し
ま
し
て
も
、

さ
ら
に
積
極
~

た
だ
い
ま
、
市
長
の
ほ
う
か
ら
積
極
的
に
発
言
を
求
め
ら
れ
て
、
市
民
の
多
く
の
皆
さ
ん
の
中
か
ら
も
疑
問
に
思
わ

五
月
の
十
日
に
中
央
公
害
対
策
審
議
会
で
政
府
原
案
が
諮
問
さ
れ
ま
し
て
｀
今
次
の
国
会
で
、
そ
れ
を
成
立
さ
れ
る
と
い
う

た
だ
い
ま
市
長
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
、
政
府
の
原
案
を
見
ま
す
と
、
適
用
対
象
が
大
気
ま
た
は
公
共
用
水
城

こ
の
有
毒
物
質
は
大
気
汚
染
防
止
法
と
水
質
汚
濁
防
止
法
に
規
定

さ
ら
に
複
合
汚
染
を
除
外
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
的
に

被
害
に
適
用
す
る
と
、
今
後
の
問
題
に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
法
律
施
行
後
の
排
出
に
よ
る

こ
の
よ
う
な
法
律
が
き
ま

い
ま
各
所
で
や
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
無
過
失
責
任
賠
償
の
立
場
で
い
ろ
ん
な
協
定
が
結
ば
れ
て
お
り
ま
す
け

ま
た
今
後
の
工
場
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
排
水
が
大
き

っ
て
四
日
市
市
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
ん
か

複
合
汚
染
の
現
状
か
ら
見
ま
し
て
も
、
同
法
案
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ

ぎ
る
公
害
に
よ
る
被
害
の
現
状
か
ら
見
ま
し
て
、
ま
た
多
数
の
公
害
発
生
源
に
よ
る

ま
ず
第
一
に
、
現
在
市
民
に
及
ぼ
し
て

か
と
い
う
点
を
見
ま
し
て
、
卒
直
に
申
し
て
は
な
は
だ
実
効
力
の
な
き
も
の
と
な
る

と
、
公
害
を
持
つ
市
民
を
例
に
と
り
ま
し
て
ど
う

被
害
の
完
全
な
る
補
償
、
公
害
患
者
の
治
療
と
生
活
保
障
、

こ
と
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

ま
た
公
害
の
根
絶
を
期
す
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
法
令
、
す
な
わ
ち

被
害
者
を
は
じ
め
二
十
三
万
市
民
の
命
と
暮
ら
し
の
保
障
は
よ
り
一
そ
う

こ
れ
に
倍
し
て
発
生
浣
の
責
任
を
全
く
回
避
さ
れ
、

危
険
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
だ
と
思
う
ん
で
す
。

こ
の
う
え
で
す
ね
四
日
市
公
害
の
特
殊
性
で
あ
り
ま
す
複
合
汚
染
を
除
外
し
た
同
法
案
の
成
立
を
見
ま

任
の
協
定
が
い
ろ
い
ろ
審
議
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

公
害
発
生
源
の
責
任
の
明
確
化
、

ま
た

っ
て
し
ま
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署

名

議

署

名

議

四

日

市

市

議

会

議

長

ゃ
ろ
う
と
し
て
も
現
に
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
、
現
に
多
く
の
皆
さ
ん
が
公
害
で
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、

現
在
の
法
律
智
り
ぎ
り
の
線
で
訴
訟
で
戦
っ
て
み
え
る
人
も
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
、

、
低
ん
と
う
に
四
日
市
市
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
点
で
ど
う
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
よ
り
一
そ
う
住
民
の
立
場
に
立
っ
た
公
害
行
政
を
推
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
市
長
に
強
く
要
望
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
き
ょ
う
は
臨
時
議
会
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

い
う
非
常
に
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
、
議
会
ご
一
同
の
ご
賛
同
を
い
た
だ
い
て
、
議
会
と
し
て
も
何
ら
か
の
意
志
表
示
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
語
長
（
日
比
義
乎
君
）

0
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）

お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
期
待
に
沿
う
よ
う
に
努
力
を
い
た
し
た
い
と
、

0
謡
長
（
日
比
義
乎
君
）

員 員

こ
の
よ
う
な
関
連
は
な
か
っ
た
と
開
い
て
お
り
ー
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
の
そ
う

さ
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
臨
時
会
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
会
議
を
閉
じ
、
昭
和
四
十

右
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
つ
き
署
名
す
る
。

四
日
市
市
議
会
臨
時
議
長

六
年
五
月
四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

二
市
長
（
九
鬼
喜
久
男
君
）
登
壇
〕

市
長
。

野

埼

貞

生

川

平

蔵

日 安

芳

比

義

平

垣
以
上
で
す
。

午
後
四
時
二
十
分
閉
会

勇

い
ま
一
度
市
長
さ
ん
に
お
尋
ね
し
、

こ
の
法
律
が
で
き
ま
す
と
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